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生産資材

のとおり

緑

の額　　　　　円也）

　　　　　　円也 
山　　元

最　　終

愛媛県南宇
和郡愛南町

森林環境保全整備事業請負契約書（案）

請負
予定
単価

請　　負
予定数量

生産完了
検査場所

　事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定単価、請負予定金額、事業
場所及び生産完了検査場所

事業名 請負物件契約面積 請負予定金額 事業場所

事業期間

大久保山国
有林3084林
班い小班

品　名 品質規格 数　量 引渡予定場所 引渡予定月日

第４条第１項第４号

×

選択条項

適用削除の区分 選択事項 選択条項

契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供 第４条第１項第２号
× 銀行、発注者が確実と認める金融機関等の保証 第４条第１項第３号

　（選択されるものは○印、削除されるものは×印。）
　別冊約款中選択される条項は次のとおりである。

令 和 年 月 日

× 契約保証金の納付 第４条第１項第１号

型】）

－

（注）「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第１項及び第29条
　　並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、請負金額
　　に110分の10を乗じて得た額である。
　　　請負予定金額欄の（　）部分は、請負者が課税事業者である場合に使用する。

　　 分の 　以内 第35条第１項
× 中間前金払 第35条第４項

○ 国庫債務負担行為に係る契約の特則

× 前金払

×

（注）国庫債務負担行為に係る契約にあっては、別紙を添付する。

○ 部分払

× 支給材料及び貸与品 第15条
履行保証保険契約の締結 第４条第１項第５号

支給材料及び貸与品

森林環境保全
整備事業（大

育間伐【活用
久保山3084保

ス ギ 外
素　　材

請負金額

等内訳書

（うち取引に係る消
費税及び地方消費税

㎥

10,000

契 約 締 結 日 の 翌 日

  月 １ 回 以 内 第38条
第40条

× 公共工事履行保証証券による保証



５

印

ない場所へ移動しなければならない。

愛媛森林管理署長 山 口 正 浩
分任支出負担行為担当官　　　　　　 

発注者

印

請負者

住所 愛媛県松山市朝美二丁目６番32号

本契約書並びに 令和７年２月27日 に交付した 国有林野事業製品生産請負事業請負契

（２）請負者は、林道端、流出のおそれのある箇所、法令で制限される箇所等に集積さ

（１）請負者は、森林作業道により素材の搬出作業を行う場合は、請負者の責において

住所

れた末木、枝条等の処理にあっては、山元へ逆送する等して、事業実行上、支障の

氏名

令 和 年 月 日

により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。
　本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

　上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、

約約款、製品生産事業請負標準仕様書及び四国森林管理局製品生産事業請負仕様書によ
って公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
　また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書

適宜、当該森林作業道の水切り処理を行い、異常気象等による森林作業道及び林地

代表者
請負者 □□□□□□共同事業体

住所

構成員 住所
氏名

氏名

［注］請負者が共同事業体を結成している場合

印

における被害の未然防止に努めなければならない。

特約事項



回

回 第42条第３項

令和 ８ 年度 12 回

令和 ９ 年度

第42条第２項

（ｂ）

○

各会計年度において部分払を

請求できる回数

令和 ７ 年度 10

×

前払金の支払を受けている場

合の部分払額の決定

（ａ）

12

○ 部分払 第42条

× 前払金 第41条

× 翌会計年度の前払金相当額 円 第41条第３項

第40条第２項

令和８年度 円

令和９年度

円

円

７年度

○

各会計年度における請負金の

支払限度額

○

支払限度額に対応する各会計

年度の出来高予定

令和

円 第40条第１項

令和８年度 円

令和９年度

令和７年度

円

別 紙
国庫債務負担行為に係る契約の特則

適用削除
選　択　事　項 選 択 条 項

の 区 分



16,780.87 10,000

ヒ ノ キ 62.07 28,755 11,646.18 6,400
そ の 他 0.08 33 3.99

合　　計

ス ギ 18.98 7,035 5,130.70 3,600

0
計 81.13 35,823

00

0
00 0.00 0 0.00 00 0

0 0.00 0 0.00

0 0
0

0
00 0.00 0 0.00 0

0 0

0 0.00 0 0.00

0 0.00 0 0.00

00

0
00 0.00 0 0.00 00 0

0 0.00 0 0.00

3084い
外２(道)

－

ス ギ 0.49 567 487.37 300

そ の 他 0.08

00

0
00 0.00 0 0.00 00 0

0 0.00 0 0.00

計 78.40 31,934 14,880.46

4,643.33 3,300
胸高直径12cm上ヒ ノ キ 59.91 25,466 10,237.13 5,700

33 3.99 0  　　作設支障木
計 2.73 3,889 1,900.41 1,000

 森林作業道ヒ ノ キ 2.16 3,289 1,409.05 700

9,000

予定数量
（ha） （本） （㎥） （㎥）

3084い 63
ス ギ 18.49 6,468

＜集材対象資材：立木（請負予定数量：素材）＞

林 小 班 林齢 樹　種
面　積 本　数 立木材積

請　　負
備　　　考

ヒ ノ キ 59.91 25,466 10,237.13合　　計
ス ギ 18.49 6,468 4,643.33

計 78.40 31,934 14,880.46

0 0
0 0.00 0 0.00

00

0.00 0
00 0.00 0 0.00 0.00 00 0

0 0.00 0 0.00

00

00

0.00 0
00 0.00 0 0.00 0.00 0

0.00 0
00 0.00 0 0.00 0.00 00 0

0 0.00 0 0.00

00

00

0.00 0
00 0.00 0 0.00 0.00 0

0 0
0 0.00 0 0.00

0 0
0 0.00 0 0.00

78.40 31,934 14,880.46

0.72 30
保育間伐【活用型】ヒ ノ キ 59.91 25,466 10,237.13 0.40 29

0.00 0
00 0.00 0 0.00 0.00 0

生産資材等内訳書

＜伐倒対象資材：立木＞

林 小 班 林齢 樹　種
面　積 本　数 立木材積

立　木本　数

3084い 63
ス ギ 18.49 6,468 4,643.33

備　　　考単材積伐採率
（ha） （本） （㎥） （㎥）（％）

計



km

km

km

作業工程等内訳書

作　業　工　程　等 単位 備　　　　　考

数量は、立木材積
※小数以下は四捨五入

作 業 方 式

人 機 併 用

㎥ 10,000 数量は、請負予定数量

ｈ 220

作業工程等別数量

全 木 伐 倒

林

内

作

業

集 造 材

森林作業道修繕
（ 0.45 ㎥ ）

備　　　　　考
( 販　売　方　法 )

※平均運材距離は、片道の距離である。

山元・最終積込

㎥ 3,500林

外

作

業

平均運材距離 54.4

㎥ 2,300

生産完了検査場所別
請 負 予 定 数 量

トラック運材１

トラック運材２

トラック運材３

10ｔトラック

生産完了検査場所 単位

※各生産完了検査場所別請負予定数量は、発注者の指示により変動することがある。

合　　　　　　　計 10,000

㎥ 0

㎥ 3,000 産 物 販 売 委 託

一般競争入札等

製品システム販売最　終

山　元

山　元

最　　　　終

最　　　　終

山　　　　元

㎥ 7,000

山元積込・最終積込の
計

平均運材距離 61.3

平均運材距離 81.0
【鬼北町所在民間土場】

10ｔトラック
【鬼北町所在民間土場】

10ｔトラック

生産完了地点

㎥ 16,781

㎥ 1,200

（生産完了検査場所別数量内訳）

機 械 使 用

【宇和島市所在民間土場】

㎥ 10,000



 

特記仕様書 

 
１ 発注者は、事業の完了に当たって、設計図書及び四国森林管理局が定める製品

生産事業請負監督・検査要領の検査基準に適合していると認めたときは、合格と

判定する。 
 
２ 請負者は、提出した技術提案書（別紙）の評価項目事項を確実に履行しなけれ

ばならない。 
なお、発注者は、請負者の責めに帰すべき事由により技術提案に不履行がある

と認めたときは、請負金額の減額又は損害賠償請求を行うことがあるほか、技術

提案の履行状況が評価した水準に満たないと認めたときは、請負事業成績評定の

採点において評価項目ごとに３点を減ずるものとする。 
 
３ 請負者は、発注者が国有林材の供給調整を行う必要があると認めたときは、国

有林材の供給の時期及び数量の調整に関して、可能な範囲で発注者に協力するよ

う努めるものとする。 
 






